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伊方３号機の新規制基準への適合性審査に関する 

原子力安全専門部会報告書の概要 
 

 

はじめに 

 

 平成25年７月８日、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の教訓のほか、最新の技術的知

見やＩＡＥＡ等の国際機関の定める安全基準を含む海外の規制動向等も踏まえた原子力発電所の新

規制基準が施行され、同日、四国電力株式会社は、原子力規制委員会に伊方発電所３号機の原子炉

設置変更許可申請を行うとともに、安全協定に基づき、愛媛県に、伊方原子力発電所３号機の新規

制基準への適合に係る設備の設置等に関する事前協議を行った。 

 

以降、原子力規制委員会において新規制基準への適合性審査が開始されたが、並行して愛媛県に

おいても、「伊方原子力発電所環境安全管理委員会原子力安全専門部会」（以下「原子力安全専門部

会」という。）で伊方発電所３号機の新規制基準への適合状況について、安全性に関する技術的・専

門的事項を審議してきた。 

特に、原子力安全専門部会においては、新規制基準で強化・追加された部分、伊方発電所の立地

条件など伊方地域の特性を考慮すべき部分を中心に議論を行ったところである。 

  

原子力安全専門部会報告書は、伊方発電所３号機の新規制基準への適合状況について、これまで

の審議、原子力規制委員会から直接確認した伊方発電所３号機の原子炉設置変更許可に関する審査

結果及び地域の特性を踏まえ、原子力安全専門部会として確認した結果を取りまとめたものである。 
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平成25年9月11日に開催した原子力安全専門部会において審議の進め方を整理し、基本方針

として、伊方原子力発電所の安全対策について確認していくこととし、議論の進め方として、伊

方３号機の新規制基準への適合状況について原子力規制委員会の審査結果及び地域の特性を踏ま

え確認していくこととした。 

原子力安全専門部会における論点は、原子力規制委員会において、主要な論点として取り上げ

られているもののうち特に重要なもの、伊方発電所の地域の特性を考慮したものとし、新規制基

準により追加された次の機能、性能等のうち、下線部について、重点的に確認することとした。 

(1) 強化された基準 

ア 大規模な自然災害への対応強化 

a 耐震・耐津波性能 

b 自然現象に対する考慮（火山、竜巻、森林火災） 

イ 火災・内部溢水・停電などへの耐久力向上 

a 火災に対する考慮 

b 内部溢水に対する考慮 

c 電源の信頼性 

d その他の設備の性能（モニタリング） 

(2) 追加された基準 

ア シビアアクシデント対策 

※代表的な事故進展シナリオにおける対策の有効性を確認 

a 炉心損傷防止対策 

b 格納容器破損防止対策 

c 放射性物質の拡散抑制対策 

d 指揮所等の支援機能の確保 

イ テロ対策 

a 意図的な航空機衝突への対応 

 

平成26年６月４日の原子力安全専門部会において、国における審査が終結した際に、原子力安

全専門部会として国の審査に対して確認すべき事項を次の方針に基づきとりまとめることとした。 

a 地域性を考慮した適合状況について 

b 最新の知見に基づく審査の状況について 

c 不確かさの考慮とその妥当性について 

d 人的要因考慮の状況について 

e 重点確認項目以外の特に確認を要する事項の適合状況について 

f その他、部会の議論を踏まえて特に国へ確認すべき事項 
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第２ 審議結果 

 

 １ 原子力安全専門部会として国に確認すべき事項 

 （１）確認の趣旨 

 原子力安全専門部会において議論を進める中で、原子力規制委員会の審査において、伊方発

電所の地域性をいかに考慮したものであるか、福島第一原子力発電所事故を踏まえ最新の知見

を取り入れたものであるかなど、伊方３号機の安全性に特に関わる項目について審査終了後に

確認する必要があることを申し合わせてきた。 

 さらに、審議の過程で、新規制基準に基づく伊方３号機の適合性確認の状況のみならず、原

子力規制委員会が科学的・技術的な審査を行う際に基本となると考えられる安全目標について、

どのような考え方に基づき検討が行われ、策定されるに至ったのかを確認することが、県民へ

の説明性を確保する上でも重要との認識のもと、安全目標の設定経緯や新規制基準との関係等

についても確認することとした。 

 

（２）原子力規制委員会の回答 

 原子力安全専門部会として確認すべき事項及びこれらに対する原子力規制委員会の回答の主

なものは以下のとおりである。 

 

ア 安全目標、新規制基準等について 

ａ 安全目標を検討するにあたって、安全目標に関する思想や哲学について、原子力規制委

員会において議論されているか。安全目標について、福島第一原子力発電所事故の前後に

おいて、変わった点はあるのか。特に、原発事故により多数の避難者と安全に暮らすため

に広大な除染を必要とする国土を生んだことを鑑みて安全目標にこれらのことが考慮され

るべきか否かについて議論がなされたのか。 

  

 ○安全目標については、その考え方や意味も含め原子力規制委員会において議論を行い、設

定したものです。 

○福島第一原子力発電所事故後、原子力規制委員会は旧原子力安全委員会における検討結果

を議論の基礎とすることとともに、万一の事故の場合でも環境への影響をできるだけ小さ

くとどめるためにセシウム１３７の放出量が１００テラベクレルを超えるような事故の発

生頻度は、１００万炉年に１回程度を越えないように抑制されるべき（テロ等によるもの

を除く）という目標を追加することについて決定しました。 

 

ｂ 安全目標は、日本人の安全性に対する国民性を考慮した視点等も含め、国全体で議論が

なされ、一定の理解のもとに決定されたものとなっているのか。今回、決定された安全目

標は、どういった位置付けのものなのか。 

また、そのような安全と、それに対するコストとのトレードオフについて、社会的に受

容されるレベルかという議論は、どのようになされているのか。 

    

○原子力規制委員会は、独立した立場で、科学的・技術的見地から原子力発電所の規制に必
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要な基準を設定することが役割であると認識しています。 

○安全目標は、原子力施設の規制を進めていく上で達成を目指す目標として、原子力規制委

員会として定めたものです。 

 

ｃ 安全審査の判断基準には、明示的に安全目標という形では取り入れられていないと理解

するが、取り入れられなかった背景、理由は何か。 

 

○安全目標は、原子力施設の規制を進めていく上で達成を目指す目標として、原子力規制委

員会として定めたものです。 

○一方で、原子力規制委員会として新規制基準を検討する上で、安全目標をおおむね達成で

きることを念頭に置いて議論・検討を行ってきたところです。 

 

ｄ 新規制基準を「世界で最も厳しい水準」と表現しているが、その具体的な根拠は何か。

 

○原子力規制委員会が策定した新規制基準については、これまでに明らかになった福島第一

原子力発電所事故の教訓を踏まえた上で、ＩＡＥＡや諸外国の規制基準も確認しながら、

さらに我が国の自然条件の厳しさ等も勘案しており、総合的に見て、世界で最も厳しい水

準であると考えています。 

 

イ 伊方３号機の新規制基準適合状況について 

ａ 地域性を考慮した適合状況について 

新規制基準では、大規模な自然災害への対応強化や火災・内部溢水・停電などへの耐久力

向上の基準が追加されているが、伊方発電所の基準の適合状況の審査において、他サイトと

異なる伊方特有の自然環境、地形、気象、発電所内の構造等の地域性については、どのよう

な点を考慮したのか。 

 

○伊方発電所3 号機の審査においては、国内外の基準や文献等に基づき自然現象の知見や情

報を収集し、海外の選定基準を考慮の上、本発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、

地震、津波、火山、竜巻、森林火災等の自然現象によって安全施設等の機能が損なわれな

いよう設計するとしていることを確認しました。気象については宇和島特別地域気象観測

所、潮位については長浜港など発電所周辺で得られた過去の記録を考慮していることを確

認しました。 

（例） 

①地震 

・基準地震動は中央構造線断層帯と大分県側の別府－万年山断層帯との連動を考慮し

た断層長さ約480km を含む地震動評価を基に設定していることを確認しました。 

②津波 

・基準津波は、中央構造線断層帯と大分県側の別府－万年山断層帯との連動を考慮し、

この地震による津波と伊予灘沿岸部の陸上地すべりによる津波との組合せを考慮し

て設定していることを確認しました。 
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入力津波高さ8.7m に対し、Ｓクラス施設等の防護対象施設は敷地高さとして東京湾

平均海面（以下「T.P.」という。）＋10m 以上に設置されており、さらに、取水路

からの浸水を防止するために海水ポンプエリアをT.P.＋約10m まで水密化するなど、

基準津波に対して、重要な安全機能を有する施設の安全機能が喪失しないように設

計することを確認しました。 

③火山 

・阿蘇は現在の後カルデラ火山噴火ステージでの既往最大規模、それ以外の九重山等

の火山は既往最大規模の噴火を考慮しても、敷地までは十分な距離があることから、

火砕流等が発電所に及ぶ可能性は十分に小さいと評価していることを確認しました。

また、降下火砕物（火山灰）は最大15cm 積もることを想定し、安全機能が損なわれ

ない方針を確認しました。 

④竜巻 

・竜巻の最大風速については、竜巻検討地域（原子力発電所が立地する地域及び竜巻

発生の観点から原子力発電所が立地する地域と気象条件が類似の地域から設定）に

おいて過去に発生した竜巻の規模や発生頻度、最大風速の年超過確率等を考慮し、

過去に発生した竜巻による最大風速（VB1）と竜巻最大風速のハザード曲線による最

大風速（VB2）を求め、その結果、大きい方である過去に発生した竜巻による最大風

速（VB1）92m/sを基準竜巻の最大風速（VB）として設定していることを確認しました。

伊方発電所の地形等を踏まえれば、基準竜巻の最大風速を割り増す必要はありませ

んが、基準竜巻の最大風速を切り上げて設計竜巻の最大風速を100m/s としているこ

とを確認しました。 

⑤外部火災 

・森林火災の延焼防止を目的として、発電所周辺の植生を確認し、作成した植生デー

タ等を基に評価した結果から必要な防火帯を設けることを確認しました。 

 

○伊方発電所は敷地面積が比較的狭く安全施設の設置場所に高低差があることなど、発電所

の地形や周辺の状況を考慮し審査を実施しました。主な審査結果は以下のとおりです。 

①水防護 

・EL.10ｍの海水ピットポンプ室は、EL.32m にある複数の屋外タンクが竜巻等の自然現

象により破損し漏水を想定した場合、発電所内の配置上溢水経路となることから、浸

水しないよう防護壁を設置するとしていることを確認しました。 

②保安電源 

・重油移送配管又はミニローリーは、ディーゼル発電機の７日間以上の連続運転に支障

がない設計とするために、設置場所、保管場所及び輸送ルートを含めて、地震、津波

及び想定される自然現象等を考慮しても、重油移送配管又はミニローリーによるディ

ーゼル発電機燃料の輸送手段を必ず１手段確保するとしていることを確認しました。 

 

○重大事故対策の審査では、敷地が比較的狭隘、高低差を有している等の伊方発電所の敷地

の特徴を踏まえ、例えば、重大事故等で使用する可搬型設備については、同時に必要な機

能が損なわれることがないよう異なる地盤高さに分散配置すること、また、保管場所から
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使用場所へのアクセスルートは複数確保していること、さらにアクセスルート復旧のため

新たにホイールローダを配備するとともに短時間で使用場所にアクセスできるよう折り返

し斜路を設ける方針であること等を確認しました。 

 

ｂ 自主的な取り組みについて 

今後、事業者が新規制基準の規制要求内容に加え、更なる安全性向上の自主的な取り組み

を進めていくために、原子力規制委員会としてはどのようなことを行うのか。 

 

○新規制基準の審査においては、重大事故発生時には、自主的な対応も行われることを踏ま

え、基準で要求される事故時の対策へ悪影響がないかを確認するために、事業者が講じる

こととしている自主的な対応も含めて確認し、対応が確実に実施されることを確認しまし

た。 

○ただし、これら自主的対策については、基準に基づく要求ではないため、自主的対策自体

の設備や手順そのものを基準に照らして確認したものではありません。 

○原子炉等規制法の改正において、原子力安全の向上に対する発電用原子炉設置者の自主的

かつ継続的な取組を促す観点から、その取組の実施状況や有効性について、事業者が定期

的に自ら調査・評価し公表する、発電用原子炉施設の安全性の向上のための評価の制度を

導入しました。 

○また、原子力規制委員会は、主要原子力施設保有者の経営責任者との間で意見交換を行い、

安全文化醸成を始めとした安全性向上に関する取組の促進を図ることなど、様々な機会に

より事業者の自主的な取組を促していくこととしています。 

 

（３）原子力規制委員会の回答に対する原子力安全専門部会の意見 

ア 安全目標、新規制基準等について 

原子力規制委員会は、独立した立場で科学的・技術的見地から原子力発電所の規制に必要な

基準を設定することが役割との認識のもと、安全目標は、原子力施設の規制を進めていく上で

達成を目指す目標として、原子力規制委員会として定めたものであり、継続的な安全性向上を

目指す原子力規制委員会として、引き続き検討を進めていく予定であるとしている。 

また、こうした原子力規制委員会の役割から､社会的受容性やコストとのトレードオフとの観

点から安全目標を設定したものではないとしている。 

しかしながら、原子力安全専門部会としては、国が安全目標を設定するにあたり、福島第一

原発の事故を踏まえて、国民が必要とする十分な安全性に関する社会的合意を得られてはいな

いと理解した。 

伊方原子力発電所の安全対策について確認する原子力安全専門部会としては、策定に至る検

討経緯や原子力規制委員会としての安全目標については前述のような性格であるということを

理解した上で、例えば、発電所で働く全従業員が常にリスクを認識しながら作業を行うといっ

たリスクを下げる活動が継続的に行われることも一つの安全目標と言えるものであり、規制当

局、事業者双方において、安全性を高める努力が常になされる仕組みが重要であることから、

安全目標の継続的な検討を含め、安全文化醸成を始めとした安全性向上に資する取組の促進を

図ることが必要であると考える。 
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他方、原子力規制委員会としての安全目標は、あくまで科学的・技術的見地に立った安全規

制のための目標であるとされており、福島第一原子力発電所事故のような事故を二度と発生さ

せないよう、同事故の放出量の1/100 以下とする「万一の事故の場合でも環境への影響をでき

るだけ小さくとどめるためにセシウム１３７の放出量が１００テラベクレルを超えるような事

故の発生頻度は、１００万炉年に１回程度を越えないように抑制されるべき」という目標を設

定したことは理解できるが、一方で、科学技術を社会的に利用する上では、そのリスクに関し

て透明性をもって説明し、一般の方々がよく理解した上で、社会的合意が図られるようリスク

コミュニケーションを今後とも推進することが重要であることから、原子力規制委員会のみな

らず国として取り組みを進める必要があることを付言する。 

 

イ 伊方３号機の新規制基準適合状況について 

原子力規制委員会の伊方３号機の新規制基準適合性審査において、原子力安全専門部会が着

目してきた視点の一つである、伊方発電所の地域性の考慮状況については、原子力規制委員会

は、伊方発電所の敷地及び敷地周辺の自然環境を基に、地震、津波、火山、竜巻、森林火災等

の自然現象によって安全施設等の機能が損なわれないよう設計するとしていることを確認した

としている。また、伊方発電所の敷地面積が比較的狭く、高低差があることなど、発電所の地

形や周辺の状況を考慮し審査を実施したとしている。 

このほか、自然現象に関する最新の知見がどう審査に取り込まれるのか、審査において「不

確かさ」の考慮の妥当性をどう判断しているのか等につき、前述のとおり原子力規制委員会の

回答を確認した。 

特に、今後事業者が新規制基準の規制要求に加え、更なる安全性向上の自主的な取組を進め

ていくために、原子力規制委員会としてはどのようなことを行うのかという確認事項に対する

原子力規制委員会からの回答の中で、「原子力規制委員会は、主要原子力施設保有者の経営責任

者との間で意見交換を行い、安全文化醸成を始めとした安全性向上に資する取組の促進を図る

ことなど、様々な機会により事業者の自主的な取組を促していくこととしている。」ことについ

て、原子力安全専門部会としては、津波に対するリスクを見出せなかったことが福島第一原子

力発電所の事故を防止できなかったという反省に立てば、書類確認に偏重する検査が品質保証

の目的ではなく、安全目標を達成するために常に潜在的なリスクを見出す取組を行うなどの迅

速・的確な対策を取ることが必要である。また、安全文化とは安全を耕すということであり、

安全を高め育てていくために常に安全に対して取組む意識・行動を継続することが必要である。

こうした、規制当局あるいは事業者の安全文化向上のため、安全性を高める努力が常になされ

る取組が行われることが重要であると考える。 

また、原子力規制委員会が平成27 年５月27 日に制定した「原子力安全文化に関する宣言」

では、安全文化の醸成は原子力に携わる者全ての務めであるとし、「リスクの程度を考慮した意

思決定」、「安全文化の浸透と維持向上」、「常に問いかける姿勢」等を行動指針として定めてい

る。これらについては、原子力規制委員会、事業者のみならず、県関係者、当原子力安全専門

部会委員も、この安全文化醸成を担う一員として認識し、行動、議論を深めることが必要であ

ると考える。 
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原子力安全専門部会では、南海トラフの巨大地震については、内閣府の見直しにより想定

震源域が伊方発電所近傍まで広がったことを踏まえ、強震動生成域を発電所の直下に配置す

ることを求め、四国電力では、安全側になるよう最も発電所に近い陸側ケースに伊方発電所

直下に強震動生成域を加えた評価を行い、Ss-1 を上回らないことを確認した。(最大 181 ガ

ル)（図６） 

 

 図６：南海トラフの巨大地震の断層モデル解析結果と基準地震動Ss-1 

       （平成26年12月24日原子力安全専門部会資料１－２） 

 

（イ） 震源を特定せず策定する地震動 

震源を特定せず策定する地震動については、2004 年北海道留萌支庁南部地震と2000 年鳥

取県西部地震を評価地震として選定している。 

 

原子力安全専門部会では、震源を特定しない地震動の評価には、選定した地震で得られて

いる地震波をそのまま伊方発電所の基盤面に設定していることから、その評価が過小評価に

ならないかとの観点から検討を行った。 

鳥取県西部地震では、その近傍で得られた賀祥ダム（監査廊）観測記録を採用して評価を

行っているが、堤頂部が大きく揺れていると、相互作用の影響で基礎部の振動が小さくなる

懸念があり、監査廊の測定記録に構造物の影響が含まれ、その結果として、本来の岩盤の地

震動に比べて小さくなっている可能性がある。このことから、基準地震動設定のため採用し

た応答スペクトル等について四国電力から説明を受け検討を行った。その結果、基準地震動

の設定として適切さを欠くものではないことを確認した。 
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（ウ） 基準地震動の策定 

四国電力では、地震動評価を踏まえ、「敷地ごと震源を特定して策定する地震動」として、応

答スペクトルに基づく評価により基準地震動 Ss-1 を、断層モデルを用いた手法による評価で

Ss-1 を上回る８波をSs-2-1 からSs-2-8 に設定し、「震源を特定せず策定する地震動」として

は、北海道留萌支庁南部地震を考慮したSs-3-1及び鳥取県西部地震の震源近傍での観測記録に

基づく地震動Ss-3-2を設定した。（最大加速度は650ガル）（図７） 

 

原子力安全専門部会としては、審査ガイドに従い、これら基準地震動については、最新の科

学的・技術的知見を踏まえ、不確かさも考慮して、地震学及び地震工学的見地から適切に策定

されていると判断する。 

     図７：基準地震動（平成26年12月24日 原子力安全専門部会資料 １－２） 
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図９：敷地内における断層の活動性評価の流れ（平成27年４月21日原子力安全専門部会資料３） 

 

（イ） 基礎地盤及び周辺斜面の安定性 

原子炉建屋等の耐震重要施設及び常設重大事故等対処設備は、基準地震動による地震力が

作用した場合においても当該施設を十分に支持できる地盤に設けなければならないこと、地

震によって生じるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないもの

でなければならないこととされている。 

四国電力は、今回新たに設定した基準地震動による評価を図10に示すフローに従って行っ

ている。 

  

Ⅰ．連続性がある断層の選定

Ⅱ．重要施設の直下にある断層の選定

Fa-1～Fa-5断層，ｆ1～ｆ4断層，S1，S3断層

連続性のない小規模な断層

い
ず
れ
も
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
層
等
に
は
該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認

オフセットVSPや深部ボーリングの結果等からは，地表から地下深部まで
連続する大規模な断層は認められず，敷地内断層はいずれも震源として
考慮する活断層と対応しない。
S1，S3断層は，3号機にとって安全上重要な施設の直下にはなく，震源と
して考慮する活断層とも対応しない。また、将来活動する可能性のある断
層等にも該当しないことを確認。

Ⅲ．他の断層による切断

Fa-2 ，Fa-5断層は，Fa-3断層に切られており，Fa-3断層より古いと判断

Fa-1～Fa-5断層，ｆ1～ｆ4断層

Fa-1,4断層，ｆ1～ｆ4断層

Ⅳ．軟質部が認められない断層の評価
調査の結果，Fa-1,4，ｆ１～ｆ４断層は岩石化していると判断
⇒岩石化するには地下深部の封圧・温度条件が必要であることから，後期

更新世よりはるかに古い時代に形成されて以降（中期更新世以降），活動
していないと判断

Fa-3断層

Ⅴ．軟質部を含む断層の評価

調査の結果，Fa-3断層は地下深部の圧力・温度条件下（塑性流動の起こり
うる比較的軟らかい状態）の母岩を切断しており，その後，地下深部の温度
条件で断層を横断するように緑泥石が生成されているが，これが破壊されて
いないことから，後期更新世よりはるかに古い時代に形成されて以降（中期
更新世以降），活動していないと判断。また現在の応力場での活動は考え難
い。

断層が安全上重要な施設の
直下にないことの確認

比較的破砕幅が大きく
連続性がある断層の選定

交差する断層を比較し，断層内物質に
よる区分（軟質部の有無）

観察等により，断層内物質が岩石化し
ているかを確認

断層内物質の詳細分析，断層の
活動時期の検討

将来活動する可能性の
ある断層等に該当しない

(Fa-2断層とFa-3断層は最終的にFa-3断層が切っているものの，切り切られ関係
にあることから，Fa-2断層についても研磨片・薄片観察による活動性評価を実施)
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評価対象施設（耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設）の整理
・原子炉建屋（原子炉補助建屋、Ｄ／Ｇ貯油槽基礎含む）、緊急時対策所

・重油タンク、軽油タンク、空冷式非常用発電装置
・重油移送配管、軽油移送配管
・海水取水口、海水取水路、海水ピット、海水管ダクト

地盤物性値の整理
調査、試験結果から解析に用いる物性値を設定

評価断面の選定と解析モデル作成
代表として以下を選定し、地盤・斜面・構造物をモデル化

・原子炉建屋 南北方向断面（X-X’断面）

・緊急時対策所 南北方向断面（A-A’断面）
・重油タンク 南北方向断面（D-D’断面）

対象施設の基礎地盤の安定性評価
代表断面について、対象施設の
① 基礎地盤のすべり安全率が1.5以上であること

② 基礎の接地圧が評価基準値7.84N/mm2を超えないこと
③ 基礎底面の傾斜が1/2000以下であること を確認

周辺地盤の変状による施設への影響評価
対象施設は新鮮かつ堅硬な岩盤(塩基性片岩)に支持されていることから、不
等沈下、液状化，揺すり込み沈下等の影響が生じることはない

重要な施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性が確保されていることを確認

基礎地盤の安定性評価

評価断面の選定と解析モデル作成
代表として以下を選定し、地盤・斜面・構造物をモデル化

・原子炉建屋 南北方向断面（X-X’断面）
（基礎地盤の安定性評価と同じ断面）

・海水ピット 斜面直交断面（C-C’断面）

周辺斜面の安定性評価

対象施設の周辺斜面の安定性評価
代表断面について、対象施設周辺斜面のすべり安全率が1.2
以上であることを確認

地殻変動による基礎地盤の変形の影響評価
地震動に加え、地殻変動による最大傾斜を考慮しても、対象施設の基礎底面
の傾斜は1/2000以下であり、重要な系統・機器の安全機能に支障はない

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10：原子炉建屋等の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価結果の流れ 

（平成27年４月21日原子力安全専門部会資料３） 

 

原子力安全専門部会では、対象となる施設の配置、施設周辺の地形及び地質・地質構造を

考慮し厳しい条件となる代表断面を選定し評価していることを確認した。 

また、現地において斜面の状況等を確認したが、外部火災対策等により改良工事が実施さ

れるなど、現地の状況が変化することから、基礎地盤や周辺斜面の安定性評価に用いた各種

データや文献等について整理し、評価条件(根拠)が不明確にならないよう求めた。 

 

原子力安全専門部会としては、これらのことから、地盤及び周辺斜面の安定性については、

原子炉建屋等の耐震重要施設及び常設重大事故等対処設備が設置されている地盤には、将来

活動する可能性のある断層等の露頭はなく、これら施設の基礎地盤及び周辺斜面は、新たに

設定した基準地震動による地震力に対して十分な安定性を有していると判断する。 
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ウ 耐震設計方針 

新規制基準では、地震の発生によって公衆(住民)への放射線影響を防止するため、設計基準

対象施設及び重大事故等対処設備は、大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度よっ

て作用する地震力（基準地震動による地震力）に対してその安全性機能が損なわれないことが

求められていることから、適切に耐震設計する必要があり、四国電力は次のとおり設計する方

針である。 

○発電所の施設・設備等を耐震重要度＊２に応じてＳクラス、Ｂクラス及びＣクラスに分類し、

クラスに応じて適用する地震力に対して安全機能が損なわれる恐れがないように設計する。 

＊２ 耐震重要度 

  設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生じるおそれのある安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影

響を防止する観点から、各施設の安全機能が喪失した場合の影響の相対的な程度 

○津波防護施設等についても、地震力に対してそれぞれの施設等に要求される機能が保持で

きるよう設計する。 

○耐震重要施設が、耐震重要度分類の下位のクラスに属する施設の波及的影響によって、そ

の安全機能を損なわないように設計する。 
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(3) 自然現象に対する考慮（火山、竜巻、外部火災） 

  新規制基準では、外部からの衝撃による損傷を防止するため、 

・安全施設は、想定される自然現象（地震及び津波を除く）＊３が発生した場合においても

安全機能を損なわないものでなければならない。 

・安全施設は、発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

ことを要求している。 

＊３ 想定される自然現象 

敷地の自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又

は森林火災等から適用されるものをいう。 

 

ア 火山影響評価 

     火山影響評価の流れは、 

    ・原子力発電所の安全に影響を及ぼす活動をする可能性のある火山の影響評価を行う。 

    ・設計対応できないような火山事象が起こる可能性の評価を行う。 

    ・過去に立地地点に大きな影響を到達させた火山は、モニタリングを行う。 

    ・火山灰などに対して、安全機能が損なわれない設計方針とする。 

    －建物などへの負荷、配管の閉塞等の直接的な影響 

    －外部からの送電停止や発電所外部との交通遮断といった間接的な影響 

ことを要求している。 

   四国電力が実施した火山影響評価を図14に示す。 

 

(ア) 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出及び抽出された火山の火山活動に関する

個別評価（立地評価） 

 四国電力は、伊方発電所へ影響を及ぼし得る火山として、７火山（鶴見岳、由布岳、

九重山、阿蘇、阿武火山群、姫島、高平火山群）を抽出している。これら７火山につい

て評価を行った結果、設計対応不可能な火山事象の可能性は十分小さいとしている。 

 

(イ) 原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象の抽出と評価条件の設定

（影響評価） 

 伊方発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事象として、降下火砕物（火山灰）

を抽出し、九重第一軽石の噴火について評価を行った結果、火山灰層厚は最大14.0cmとし

ている。 

四国電力は更に余裕を見て、敷地において考慮すべき降下火砕物の厚さ（評価条件）を

15cmと設定している。 
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図14：伊方発電所における火山影響評価結果の概要 

（平成27年４月21日原子力安全専門部会資料１－１） 

 

原子力安全専門部会では、軽石が浮遊してきた際の影響について確認した結果、軽石が

届くような火山は伊方発電所近傍には無い（最も至近の火山である鶴見岳が約85km、軽石

等の火山からの飛来物の想定距離10km。）ことを確認した。 

 

原子力安全専門部会としては、伊方発電所の安全性に影響を与える可能性のある火山事

象として抽出した降下火砕物の影響を検討する上で、最も影響の大きい九重第一軽石の噴

火について、不確かさも考慮し、降下火山灰シミュレーションにより評価を実施した結果

から、更に余裕を見て、火山灰厚さを15cmと設定したことは、妥当と判断する。 

  

42火山

①

立
地
評
価

②

影
響
評
価

１－１ 地理的領域（半径160kmの範囲）に分布する第四紀火
山の抽出

２－１ 原子力発電所の安全性に影響を与える可能性のある火
山事象の抽出

２－２ 地理的領域外の火山による広域火山灰の評価

２－３ 地理的領域内の火山による降下火山灰の地質調査

約５万年前の九重第一軽石は当時の気象条件に応じて東南東方向へ
火山灰が降下したが，同様の噴火が起こった時に現在の気象条件を考
慮して敷地にどのような降灰が想定されるかを検討する。

ジェット気流がほぼ真西で安定する季節は敷地における降下厚さはほ
ぼ０cmと評価される。ただし，同規模の噴火時に風向きによっては敷地
において厚さ数cmの降下火山灰が想定され，さらに既存の知見よりも噴
出量を大きく見積もると十数cmの降下火山灰が想定される。

２－４ 地理的領域内の火山による降下火山灰シミュレーション

原子力安全に対する信頼向上の観点から，不確かさを考慮した評価を
行い，その結果に更に余裕を見て，敷地において考慮すべき降下火砕物
の厚さを１５cmとする。

２－５ 設計で考慮する降下火砕物厚さ

〇設計対応不可能な火山事象
火砕物密度流，溶岩流，岩屑なだれ，新しい火口の開口，地殻変動

敷地への到達なし

１－３ 抽出された火山の火山活動に関する個別評価

〇抽出された火山の活動性に関する個別評価
・阿蘇は運用期間中の噴火規模を検討し，現在の噴火ステージに

おける既往最大規模を考慮
・阿蘇以外の火山は既往最大規模の噴火を考慮

１－２ 原子力発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出

○完新世に活動を行っ
た活火山

５火山
鶴見岳，由布岳，九重
山，阿蘇，阿武火山群

○将来の活動可能
性が否定できない
火山

２火山
姫島，高平火山群

○将来の活動
可能性のな
い火山

35火山

〇発電所に影響を与える可能性のない火山事象
火山土石流，火山から発生する飛来物，火山ガス，大気現象，
熱水系

〇発電所に影響を与える可能性のある火山事象
降下火砕物

・津波は鶴見岳の山体崩壊を考慮して入力津波に包含を確認
・火山性地震はM7.1を考慮して基準地震動に包含を確認

〇広域火山灰の評価
文献調査および地質調査による厚い火山灰は九州のカルデラ火山

を起源とする広域火山灰であり，発電所運用期間中に同規模の噴火
の可能性は十分低く，降下火砕物が敷地に影響を及ぼす可能性は十
分に小さいと評価

〇地理的領域内の火山による降下火山灰の文献調査
地理的領域内の火山による降下火山灰の等層厚線図として，九重

第一軽石と草千里ヶ浜軽石が示されている
・九重第一軽石：四国南西端の宿毛市で火山灰の報告あり
・草千里ヶ浜軽石：四国における報告なし

〇九重第一軽石に関する地質調査
・既存文献に示された通り，九重第一軽石の分布の長軸は四国南西

端方向であり，敷地付近における降下厚さはほぼ０cmと評価される

３．設計における降下火砕物の評価条件の設定
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(ウ) 降下火砕物による施設への影響評価 

a 直接的影響評価 

四国電力は、設置場所、外気吸入の有無等、施設の特徴に応じて、火山灰の影響項目を

選定し、評価の結果、火山灰の直接的影響がないとしている。 

 

原子力安全専門部会では、火山灰の施設への影響について、荷重による建屋の構造安全

性に問題ないと評価していること、対象設備全てに対してフィルタ目詰まり等に対する機

能安全性評価を実施していることを確認した。 

 

b 間接的影響評価 

四国電力は、外部電源喪失の発生と発電所内外のアクセス制限が発生した場合を想定し、

対応手段の妥当性について評価し、間接的影響がないとしている。 

○長期間の外部電源の喪失 

外部電源が喪失した場合でも、７日間の外部電源喪失に対して、原子炉の停止並び

に停止後の原子炉及び使用済燃料ピットの冷却機能を担うために必要な電力の供給が

継続できる。 

○発電所内外のアクセス制限 

多くの火山では、噴火前に、震源の浅い火山性地震の頻度が急増し、火山性微動の

活動が始まるため、事前に火山灰対策を行うための体制を整備する。 

 

原子力安全専門部会では、2010年４月、アイスランドで大規模な火山噴火が発生したこ

とから、その際、欧州の原子力発電所等への影響の有無を確認した。結果として、発生し

た火山噴火による被害は主に航空機運航に限定されており、欧州の原子力発電所への悪影

響や問題は生じていないことを確認した。 

 

原子力安全専門部会としては、火山影響評価により火山灰厚さを15cmと設定した条件で、

施設への影響はないとした評価は、妥当と判断する。 
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(ウ) 設計荷重の設定と設計方針 

a 荷重の設定 

四国電力は、設計竜巻荷重として飛来物の衝撃荷重の設定に当たっては、発電所構内に

おいて飛来物となり得るものを現地調査等により抽出した上で、衝撃力の大きさを踏まえ、

鋼製材や乗用車を設計上考慮すべき飛来物として設定している。 

 

b 設計方針 

四国電力は、竜巻に対してその構造健全性が維持され、施設の安全機能が損なわれない

設計とするとしている。 

〇屋外の竜巻防護施設 

屋外の竜巻防護施設は、必要に応じ防護ネットや防護鋼板の設置等の防護対策を講じ

ることにより安全機能を損なわない設計とする 

〇竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設 

竜巻防護施設に影響を及ぼし得る施設については、設計荷重による影響を受ける場合

においても竜巻防護施設に影響を与えないように設計する。（図18） 

 

原子力安全専門部会では、安全機能を持続するために重要な設備は、窓ガラスが無くコ

ンクリート壁で守られている等により、竜巻が来て飛来物が衝突しても影響はないとして

いること、重油タンク等、構造部材だけでの強度対策が困難なところは、エネルギーを吸

収するネットや機器に衝撃吸収材を覆うことで直接エネルギーが伝わらないような対策を

実施していることを確認した。 

 

原子力安全専門部会としては、設計竜巻荷重として、飛来物の衝撃荷重等を設定し、こ

れに常時作用する荷重、運転時荷重を適切に組み合わせた荷重に対して対象施設の安全機

能を損なわないよう設計するとしていることは妥当であると判断する。 

 



 

 

 

 

 

図18：竜巻防

 

防護対策例（
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（平成27年４月21日原子力安全全専門部会資料料３） 
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ウ 外部火災（森林火災、航空機墜落による火災） 

新規制基準では、敷地及び敷地周辺で想定される自然現象及び人為事象による火災（以

下「外部火災」という。）が発生した場合においても、その影響によって、安全施設の安全

機能が損なわれないように設計することが求められている。 

 

(ア) 森林火災 

a 発生を想定する森林火災による影響評価 

四国電力は、森林火災による防護対象設備への熱影響評価については、森林火炎シミュ

レーション解析コードを活用し、評価を実施している。 

解析の結果、最も高い火線強度（森林火災の燃えている部分の火炎の強度）から必要な

防火帯幅として、29.7mを算出している。 

 

b 森林火災に対する設計方針 

四国電力は、必要な防火帯幅を29.7mと算出したことから、この結果に余裕を見込み、

防火帯幅を約35mと設定している。（図19） 

また、森林火災による熱影響から危険距離（建屋許容温度に達する距離）を算出した上

で、危険距離を上回る防火帯幅を確保している（図20） 

図19：森林火災を考慮した防火帯の設定（平成27年4月21日原子力安全専門部会資料３） 
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表１：落下事

航空機落

航空機落下

時）等の落下

温度がコンク

損なわれない

※火災時におけ

原子力安全

については、

て設定したも

また、火災

評価している
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原子力安全

評価した結果
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おいても、外

外部火災防護

る。 
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(4) 電源の信頼性 

   新規制基準では、保安電源設備について、安全施設への電力の供給が停止することがないよ

う設計することを要求している。また、外部電源喪失時における発電所構内の電源として、必

要な電力を供給するように設計することを要求している。 

 

ア 伊方発電所の外部電源系統(図22) 

伊方３号機に接続する送電線は、500kV送電線２回線（四国中央西幹線）と、187kV送電

線４回線（伊方北幹線２回線及び伊方南幹線２回線）とで構成されている。 

これら鉄塔基礎の安定性を確保するとともに、強風発生時の事故防止対策の実施により、

外部電源系からの電力供給が同時に停止することのないよう設計している。これらの送電

線は１回線で３号機の停止に必要な電力を供給し得る容量としており、いずれの２回線が

喪失しても、発電用原子炉施設が同時に外部電源喪失に至らない構成としている。 

図22：伊方発電所の外部電源系統（平成25年11月19日原子力安全専門部会資料１－１）
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伊方南幹線（2回線）

四国中央西幹線（2回線） 四国中央中幹線

北松山変電所

小田変電所

北松山線

松山東線

至西条変電所

至西条変電所

伊方北幹線（2回線）

至広見SS

平碆支線 :

八幡浜変電所

至宇和島

大
洲
北
幹
線

大
洲
南
幹
線

伊方発電所

500kV

187kV

66kV

号
機

間
タ

イ
ラ
イ

ン
（

1-3
号

，
2-3

号
）

予
備

回
線

（
3
号

）

亀浦変電所からの配電線

伊方の特殊性

（独自対応）
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備の施設 
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源が喪失した場合においても、多重性及び独立性を確保した非常用所内電源設備による

電源供給が可能であること。 

・複数の回線で構成される外部電源系統や、多重性及び独立性を確保した非常用電源設備

により、安全施設がその機能を維持するために必要となる電力を供給することで、安全

機能を損なわない設計とすることから、これら方針は妥当であると判断する。 

なお、規制要求事項ではないが、四国電力では、自主的対策として、号機間連絡ケーブ

ルや専用配電線を設置し、信頼性の更なる向上を図っている。 
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(5) シビアアクシデント対策 

新規制基準では、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合

において、炉心の著しい損傷を防止するために必要な措置を講じること、重大事故が発生し

た場合においては、原子炉格納容器の破損及び発電所外への放射性物質の異常な水準の放出

を防止するために必要な措置を講じること等を要求している。 

四国電力は、重大事故に至るおそれがある事故の発生を想定し、炉心の著しい損傷等を防

止するための必要な措置を講じ、対策の有効性を評価し、要件を満足しているとしている。 

 

ア 重大事故等の対処に必要な機能 

   (ア) 炉心損傷防止対策（図25～27） 

・原子炉自動停止失敗時の原子炉停止機能維持のため、影響緩和装置を設置 

・原子炉を冷却・減圧するため、代替格納容器スプレイポンプ及び冷却水供給配管等を設

置並びにポンプ車、可搬型電源等を配備 

・タービン動補助給水ポンプに対し、手動起動手段を確立するとともに、空冷式非常用発

電装置による電動補助給水ポンプの起動手段を確立したこと等により、原子炉冷却機能

を維持 

 

 

図25：重大事故対処対策（炉心損傷防止対策）（平成25年７月17日原子力安全専門部会 資料１－２） 

対策

① 充てんポンプの冷却手段の追加

② 高圧注入ポンプの冷却手段の追加

③
格納容器スプレイポンプによる
原子炉への注水手段の追加

④
タービン動補助給水ポンプ起動の
ための電源確保

⑤ 加圧器逃がし弁駆動源の多様化

⑥ 原子炉補機冷却水の沸騰防止

⑦
格納容器再循環ユニットへの
冷却水供給手段の追加

⑧ 原子炉冷却のための水源の確保

⑨
原子炉自動停止失敗時の
影響を緩和

⑩
代替格納容器スプレイポンプによる
原子炉への注水手段の追加

⑪
蒸気発生器代替注水ポンプによる
蒸気発生器への給水手段の追加

⑫
ポンプ車による蒸気発生器への
給水手段の追加

⑬
ポンプ車による原子炉への
注水手段の追加



 

 

図2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26：原子炉をを停止させるる対策（止め
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める）（平成227年８月12日 原子力安全専専門部会 資料１－１－２） 



 

図27：原子

 

 

子炉を冷やすすための対策策（冷やす）
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）（平成27年８８月12日 原子子力安全専門部会会 資料１－１－－２） 
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(イ) 格納容破損防止対策（図28～30） 

○格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能 

・代替格納容器スプレイポンプの設置による格納容器下部への注水手段の確立等に追加

して、原子炉容器下部へ注水するための流路（連通口）を追加設置したことにより、

格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却機能を維持 

・格納容器下部の水位を確認するための原子炉下部キャビティ水位計を設置 

○格納容器内の水素爆発防止機能 

・格納容器の水素爆発を防止するための、静的触媒式水素再結合装置及びイグナイタ（電

気式水素燃焼装置）の設置により、格納容器内の水素爆発防止機能を保持 

 ・静的触媒式水素再結合装置及びイグナイタの稼働状態を確認するための温度監視装置 

  や格納容器内の水素濃度把握のための、格納容器水素濃度計測装置を配備 

 

 

図28：重大事故等対処対策（格納容器破損防止対策） 

（平成25年７月17日原子力安全専門部会 資料１－２を補正申請を踏まえ一部修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策

① アニュラス排気ダンパ駆動源の多様化

② 原子炉補機冷却水の沸騰防止

③
格納容器再循環ユニットへの冷却水供給

手段の追加

④ 格納容器スプレイのための水源の確保

⑤ 格納容器内の圧力および水素濃度の把握

⑥ 格納容器スプレイポンプの冷却手段の追加

⑦ アニュラス内の水素濃度の把握

⑧ 格納容器内における水素爆発の防止

⑨ 格納容器内における水素爆発の防止

⑩
代替格納容器スプレイポンプによる格納容器

スプレイ手段の追加

⑪ フィルタ付ベント設備

⑫ ポンプ車による格納容器スプレイ手段の追加
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図29：炉心溶融後に格納容器破損を防ぐ対策（閉じ込める） 
（平成27年８月12日 原子力安全専門部会 資料１－１－２を一部修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図30：使用済燃料ピットにおける燃料破損防止対策 
（平成27年８月12日 原子力安全専門部会 資料１－１－２を一部修正） 
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図32：事故事象進展シナリオの有効性評価（評価結果（1/3）） 

（平成26年１月28日 原子力安全専門部会資料１－１） 

 

図33：事故事象進展シナリオの有効性評価（評価結果（2/3）） 

（平成26年１月28日 原子力安全専門部会資料１－１） 
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図34：事故事象進展シナリオの有効性評価（評価結果（3/3）） 

（平成26年１月28日 原子力安全専門部会資料１－１を一部修正） 

 

原子力安全専門部会としては、四国電力が行った有効性評価における解析条件は、設計

値等の現実的な条件を基本としつつ、有効性を確認するための評価項目に対して余裕が小

さくなるように設定され、設置許可基準規則の解釈に示された評価項目について確認して

いるものと判断する。 

 

 ウ 技術的能力 

新規制基準では、重大事故等に対処するために必要な体制、手順等の整備について、保

安規定等において規定される方針であることを要求している。 

 

四国電力は、重大事故の発生及び拡大に必要な措置を実施するため、体制の整備等運用

面での対策を行うとしている。 

 

a 事故時の組織・体制・指揮命令系統 

・自然災害や重大事故等にも適確に対処するため、あらかじめ、発電所長を本部長とした

原子力防災組織を構築し対応する。発電所長が非常体制を発令した場合は発電所災害対

策本部を設置し、平時の業務体制から速やかに移行する。また、発電所災害対策本部は、

原子力本部（松山）及び本店（高松）の原子力防災組織と連携し、外部からの支援を受

ける。（図35） 

 

b 事故対応の文書体系（重大事故等発生時および大規模損壊発生時に係る文書） 

・重大事故等発生時および大規模損壊発生時における原子炉施設の保全のための活動を行

う体制の整備について保安規定に以下の内容を新たに規定することとしている。 
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第３ まとめ 

 

四国電力株式会社が平成25年７月８日に原子力規制委員会に提出した「伊方発電所の発電用原子

炉設置変更許可申請書（３号原子炉施設の変更）」並びに同日、安全協定に基づき愛媛県に提出した

「伊方原子力発電所３号機の原子炉等規制法の改正に伴う新規制基準への適合に係る設備の設置等

に関する事前協議」については、当原子力安全専門部会における四国電力及び原子力規制委員会か

らの説明、質疑応答の内容、並びに原子力規制委員会が平成27年７月15日許可した伊方発電所３

号機の新基準適合性審査の結果及びその判断根拠についての説明等を踏まえて、科学技術的・専門

的な観点から、新規制基準で強化された内容や伊方発電所の立地条件など地域特性を考慮すべき部

分に重点をおいて審議するとともに、現地調査による確認を行った結果、伊方発電所３号機につい

て、運転に当たり求めてきたレベルの安全性が確保されていることを確認したとする原子力規制委

員会の新規制基準適合性審査の結果は妥当なものであると判断する。 

 原子力安全専門部会としては、四国電力においては自主的な対応も含め、積極的に安全対策の更

なる向上に取り組み、伊方発電所の安全確保に万全を期されること、原子力規制委員会においては

今後の各段階における適切な審査、検査等を適確に進めるとともに、原子力安全対策の不断の向上

に取り組まれることを強く求めるものである。 

 なお、規制当局、事業者双方において、安全性を高める努力が常になされる仕組みが重要である

ことから、安全目標の継続的な検討を含め、安全文化醸成を始めとした安全性向上に資する取組の

促進を図ることが必要であると考える。 

また、科学技術を社会的に利用する上で重要なリスクコミュニケーションについても、原子力規

制委員会のみならず国として取組みを進める必要があることを付言する。 

当原子力安全専門部会は伊方原子力発電所の安全対策について確認することがその役割と認識す

るが、これまで十分に時間をかけ議論してきた中で、これらの安全文化の醸成やリスクコミュニケ

ーションといった取組は直接的に伊方原子力発電所の安全対策に関わるものではないものの、今後

とも推進することが重要と考える点である。県においては、国において社会的合意を得るためのこ

うした取組が進められるよう求めていくことを望むものである。 

 

 

 

 

 

 

 


